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医療費の適正化対策等の取組みについて

平成22年 12月 2日

厚生労働省保険局総務課



医療費の適正化等に関連した主な取り組み方針

1口「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」(平成19年5月 )(主な取組)

・ 後発医薬品の使用促進

平成24年度までにシェア (数量ベース)を 16.8%か ら30%(倍増)以上にする。

・ 診療報酬の包括払いの促進

平成24年度までにDPC支払対象病院数360(平成18年度)を当面1,000(3倍増)にする。

・ IT化の推進

レセプ トのオンライン化の促進。

2.その他の主な指摘

○行政刷新会議「事業仕分け」(平成21年 11月 )

ロレセプト審査の適正化対策(審査率と手数料を連動すべき)

・ 柔道整復師の3部位請求に対する給付見直し

○行政事業レビュー (平成22年 5月 )

・ 柔道整復師への指導・監査 (査定基準の明確化等 )

・ 保険者等の医療費適正化の取組 (レセプト点検の重点化、医療費通知の100%実施、後発医
薬品の更なる使用促進、適正受診の普及啓発、資格再確認)



1.「 医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」(平成19年 5月 )

後発医薬品の使用促進のこれまでの主な取組み

Ω
≒        必要な規格を1前えること等について」(医政局長通知)

関係団体等に対して、安定供給や規格の統二について周知依頼。

式の見直し(「後発医:薬品に変更
・
可」欄を設ける。)

安心使用促進アクションプログラム」を策定。国による後発医薬品メー
カーヘの安定供給についての指導や品質に関する試験検査の実施・結果の公表など。

○ 平成20年度
口処方せん様式の見直し(「後発医薬品に変更不可」欄に変更。)

・後発医薬品調剤体制加算
直近3ケ月間の処方せんの受付回数のうちt後発医薬品を調剤した処方せんの受付

回数の割合が30%以上である場合に、処方せんの受付1回につき4点の加算。
・療担規則に保険医及び保険薬剤師に対する使用・調剤の努力義務等を規定。

調斉1体制カロ算の見直し
処方せん毎ではなく、数量ベースでの後発医薬品の使用割合に応じて加算。

・薬局での後発医薬品べの変更調剤の環境整備 (含量違いの後発品等に変更可)

・療担規則に保険医に対して患者の意向確認などの対応の努力義務を追加。

※ 平成21年 9月 取引分で、後発品シェア(数量ベース)は約20.2%



DPC制度の推進

○ 平成22年度におけるDPC対象病院数は、1,391病院(22年 7月 1日 見込み)。 病床

数では約46万床となり、一般病床(約 90万床)の半数以上となっている。

○ 平成15年度からDPCに参加した各病院において、平均在院日数は減少傾向と

なつておりt減少要因は、患者構成の変化ではなく、主に診断群分類毎の在院日数
の減少によるものと考えられる。(「 DPC導入の影響評価に関する調査結果および評
価」最終報告(平成22年 6月 )
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レセプト電子化の取組み

○ レセプトの電子化 (オンライン又は電子媒体による請求)の取組みについては、平成22

年度10月 請求分で84.7%(件数ベース)となっている。
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電子レセプト請求普及状況 (件数べ■ス)【平成22年 10月 請求分】
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考)事務費単価の推移 (支

O支 払基金において、紙レセプトの審査支払分と比して、レセプトの電子媒体による請求

について6円 (114円 20銭→108円 20銭 )、 オンラインによる請求について10円 20銭 (114円

20銭→104円 )の事務費単価引き下げを行つている。

○ さらに、「支払基金サTビス向上計画(案 )」 (22年 9月 )に基づきt電子化等を踏まえた

業務の集約化、職員定員の削減、給与水準の見直し等のコスト削減によつて、27年度

の平均手数料を80。0円まで引き下げる予定(22年度の平均手数料90。 24円と比較し

て11。3%減 )。

社会保険診療報酬支払基金事務費単価の推移

(注)平成19年度に事務費単価の設定を行つた「電子請求促進分」(電子媒体およびオンラインによる請求)について、平成20年

度より「電子媒体請求促進分」および「オンライン請求促進分」へ設定の見直しを行つた。
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2.その他の主な指摘

柔道整復療養費等の見直し

○平成21年 11月 行政刷新会議の指摘
―柔道整復療養費は国民医療費の伸びを上回る勢いで増加。
・ 部位別請求の地域差が大きい。→ 多部位請求の適正化など給付の適正化が必要。

0平成22年療養費改定における対応(± 0%、 医科外来の改定率0由31%)
① 多部位請求の適正化

4部位目の給付率の見直し(33%→0%)
3部位目の給付率の見直し(80%→70%)

② その他の適正化事項
目領収書の無料発行を義務付け
・ 明細書については希望する者に発行を義務付け
・ 骨折・脱臼の医師の同意を施術録のみならずレセプトにも記載。
・ レセプトに施術日を記載。
・ 不正等があつた場合に施術所の管理者だけでなく開設者の責任も間えるように

する。

(参考)柔道整復に係る療養費の推移



(参考)平成21年度決算検査報告 (抜粋)

柔道整復師の施術に係る療養費の支給について(厚生労働大臣あて)

(中 略)

3本院が表示する意見

厚生労働省において、柔道整復療養費の支給を適正なものとするよう、次のとおり意見を

表示するも

ア 柔道整復療養費の支給対象となる負傷の範囲を例示するなどして、算定基準等がより

明確になるよう検討を行うとともに、長期又は頻度が高い施術が必要な場合には、例えば、

申請書にその理由を記載させるなどの方策を執ること

イ 保険者等及び柔整審査会に対して、点検及び審査に関する指針等を示すなどして、施術

が療養上必要な範囲及び限度で行われているかに重点を置いた点検及び審査を行うよう

指導するなどして体制を強化すること

ウ 保険者等に対して、内科的原因による疾患並びに単なる肩こり及び筋肉疲労に対する

施術は柔道整復療養費の支給対象外であることを被保険者等に周知徹底するよう指導す

ること
8



平成23年度予算に向けた取組み

平成23年度以降、主に以下のような保険給付の適正化に向けた取組みを予定。

後発医薬品の更なる使用促進

○ 後発医薬品の切り替えた場合の差額通知等、保険者における取組みを踏

まえ更なる使用促進のための施策を講じる。

電子化に伴うレセプト点検による適正化

023年度より、国保連及び支払基金においてレセプトの縦覧・突合審査が行

われることとなつており、これにより更なるレセプト点検による保険給付の適
正化を図る。

柔道整復師に係る療養費の適正化

○ 行政刷新会議や会計検査院の指摘も踏まえ、例えば患者への医療費通

知口負傷部位や原因の調査など、療養費の給付適正化に係る施策を講じる。

保険者による更なる適正化の取組

○ 現在、一部の保険者において行つている取組みについて、他の保険者に

おいても実施を進め、更なる保険給付の適正化を図る。

例)レセプトデータの活用、後発医薬品希望カード・差額通知、医療費通知、被扶養者の資格確認、適正受

診の勧奨など。



保険者の取組 (広島県呉市の事例 )

○後発医薬品の使用促進
・ 後発医薬品に切り替えることによつて一定以上の医療費負担軽減効果がある者に、削減額等を通知するサービ

スを実施。平成20年 7月 から22年 3月 までの対象者の6割超が後発医薬品へ切り替え。

○生活習慣病二次予防 (受診勧奨 )

・ 健診情報から健診異常値の方を抽出し、レセプトと突合して医療機関未受診者に受診勧奨を行う。

・ レセプトから生活習慣病で医療機関に通院していた患者を抽出し、T定期間通院していない患者に受診勧

奨を行う。

○生活習慣病三次予防 (重症化予防),
ロレセプトから抽出した対象病名毎に指導対象者を選定し、個別に指導を行うことにより重症化を予防。

○調剤点検
口別々の医療機関で同二成分の薬剤を重複して服用している人、相互作用の発生の恐れがある人を抽出で

きる。
※ 2,7%が重複服薬、6.4%に相互作用。(併用禁忌0.3%t併用回避6.1%)             10

○重複受診・頻回受診対策
・ 複数の医療機関に同一の傷病名で受診している者や頻繁に医療機関で受診している者を確認し、訪間指

導を実施。

15日 /月

ヽ
―
―
―
ノ↓

勤

２２
大

８９
′

日
取

隷
姻

４

円

６
′
６

９

０

２

９

′

２

１

′

３２
減

較

４
削

比
額
費

の
減
療

月
削
診

お
件
受

こ像
―
」



保険者機能強化アクションプラン

協会は、保険者として健康保険事業を行い、加入者の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医
療が享受できるようにし、もつて加入者等の利益の実現を図ることを基本使命としている。

協会がこのような保険者としての機能を強化し、その機能を十分に発揮していくため、次のような取組み

を実施する。また、今後、これらの実施状況等も踏まえ、必要な取組みの拡充・追加を行い、さらに保険
者機能の強化を図る。

1.地域の医療費等分析の推進

○各都道府県の医療費、健診及び保健指導の結果の状況を集計口分析し、者「道府県ごとにレーダニ

チャート等を作成し、加入者等に情報提供を行い、支部における活用を進める。

○医療の質やコスト等に関するデータの収集やデータベースの充実を図るとともに、さらに詳細な情報が

提供できるよう、情報収集・分析の手法に関して検討を進める。

2.ジ土ネリック医薬品の使用促進

022年度診療報酬改定によるジェネリック医薬品の選択をより容易にする仕組みの導入を踏まえつつ、
加入者の視点から、ジェネリック医薬品の使用を促進するための各般の方策を進める。

○特に、生活習慣病に重点を置き、ジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額の削減効果等を通

知するサービスの全国展開の定着を図るとともに、その効果を踏まえつつ、より効率的な通知のあり方に
ついて検討していく。
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3.保健指導の効果的な推進

○特定保健指導について、生活習慣病のリスクに応じた行動変容の状況や予防の効果を評価、検証し、効果的な

保健指導を実施する。

○レセプトデータと健診データ、保健指導デニタの分析結果を活用し、保健指導をはじめとした生活習慣病予防対

策の効果的な実施に取組む。

4.関係方面への積極的な発信

○保険者間の連携のもと、医療費や健診データ等の分析結果も活かし、中央社会保険医療協議会をはじめ関係

方面に対して、加入者・事業主の立場に立った保険者としての意見を積極的に発信していく。

○支部から都道府県医療政策部局などの関係方面に対して、意見を積極的に発信していく。

5.調査研究の推進

○医療や保健事業に対する様々な加入者の二一ズ等の収集・分析を進める。

022年度においては、保険者機能の強化のための基盤の整備を図るため、有識者に参画を求め、次期の医療・介

護の報酬改定に向けた調査研究を行うとともに、医療費適正化や医療の質の確保及び医療費データ等の分析な

どにおける保険者の役割や推進方策等に関して引き続き調査研究を実施する。

○これらの成果を踏まえ、具体的な取組みに活かしていく。

6.医療の利用に関する情報の提供

○希望者に対するインターネットを通じた医療費通知サニビスについて、個人情報保護等に留意して実施する。

○加入者に対し、医療サービスや医療機関を適切に利用するための情報提供や啓発に努める。

フ.加入者や事業主への広報

○リーフレットなど紙媒体による広報を継続しつつ、ホームページ、メールマガジンなどのITを活用するとともに、地

元メディアにおける発信力を強化して、より効率的に加入者や事業主に対する広報を進める。

○モニターや加入者アンケート、対話集会の開催等を通じて加入者や事業主の声を直接聞く取組みを進める。  12



(参考

'0各保険者における医療費適正化事業に係る経費等について(平成21年度実績見込)

)

全国健康保険協会
健康保険組合
(20年度実績)

市町村国保 国保組合
広域連合

(後期高齢者)

合計

(注)3

事業費①
国庫

補助額②
事業費①

国庫

補助額②
事業費①

国庫

補助額②
その他
財源③

事業費①
国庫

補助額②
事業費①

国庫
補助額②

その他

財源③
事業費①

国庫

補助額②
その他
財源③

レセプト点検関係 55.9

(注 )4

糸t400 4.0

(注 )¬

者「道府県
35.5 9.5 6.〔 (注)2

地財
13.9 (65.4) (6.6) 49.4

後発医薬品の促進
(希望カード)

0.5 0.5 1.8 1.6
ｎ
乙

ハ
υ 0.2

り
０

０
乙 0.8 (4.8) (3.1)

後発医薬品の促進
(差額通知)

5.6 0.7 0.6 (6.3) (0.C

医療費通知関係 7.5 (注 )¬

都道府県
30.7 2.8 2.8 (注 )2

地財

20.7 (10.3) (2.C 51.4

被扶養者資格の

再確認関係
1.5 1.5

(注)5
特定健康診査・

特定保健指導
81.6 23.5 344.7 18.2 371.5 123.8

都道府県

123.8 22.7 7.6 184.9 39,1

地財

35.2 1,005.4 212.2 1590

合計 152.6 24.0 744.7 22.2 374.0 126.0 190.0 35.2 17.2 187.2 39.9 69.8 1,493.7 229.3 259.8

(注 )1 市町村国保におけるレセプト点検及び医療費通知にかかる事業については、全て都道府県調整交付金の事業であることから、国庫補助は入つておらず、事業費の総額は把握できていない。(表中の(注 )1の額については20'実績)

2.広域連合(後期高齢者)におけるレセプト点検及び医療費通知にかかる事業については、全て地方財政措置にょり行われていることから、国庫補助は入つておらず、事業費の総額は把握できていない。

3レセプト点検関係、後発医薬品の促進(希望力=ド )、 後発医薬品の促進(差額通知)及び医療費通知関係の合計欄の()書きについては、健康保険組合の内訳が把握できていないことから、当該額については加算していない。

4健康保険組合の事業費については、平成20年度健康保険組合決算概要表の疾病予防費及び保健指導宣伝費から推計した額(約400億円)を計上。

5:「特定健康診査,特 定保健指導Jは、40歳以上75歳未満の者を対象に、生活習慣病の予防を目的として行われるもの(実施義務)であり、後期高齢者医療制度の「健康診査」は、生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として、

特定健康診査の検査項目に準じて実施するもの(努力義務)。 また、当該健診経費の他lF、 各保険者においては、特定健康診査,特定保健指導の対象者以外(40歳未満)の人間ドック等の補助事業を別途実施している。
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